
   ひめじ救命ステーション登録制度に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）の普及を促進 

し、市民の救命率の向上を図ることを目的とするひめじ救命ステーション登録制度

（ＡＥＤを設置し、かつＡＥＤを使用した救命活動に協力できる体制が整備されて

いる事業所等（法人その他の団体の事業所、事務所その他これらに準ずるものをい

う。以下同じ。）をひめじ救命ステーションとして登録する制度）に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

（登録の要件） 

第２条 市長は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす事業所等をひめじ救命ステー 

ションとして登録することができる。 

 ⑴ 登録を受けようとする事業所等にＡＥＤを設置するとともに、当該ＡＥＤを適

正に維持管理していること。 

 ⑵ 登録を受けようとする事業所等において、救急救命講習を受講した者等の救命

処置の知識を有すると認められる者がいること。 

 ⑶ 事業所等の営業時間中において、当該事業所等の近隣で、ＡＥＤによる救命処

置が必要となったときに、当該救命処置に要する間はＡＥＤを無償で提供し、Ａ

ＥＤを使用した救命活動に協力する意思を有すること。 

（登録の手続） 

第３条 前条の登録を受けようとする事業所等の代表者（以下「申請者」という。） 

は、ひめじ救命ステーション登録申請書（様式第１号）に必要な書類を添えて市長

に提出しなければならない。 

２ 市長は、前条の規定によりひめじ救命ステーションとして登録した事業所等にひ 

めじ救命ステーション登録証（様式第２号。以下「登録証」という。）及びひめじ 

救命ステーション標章（様式第３号。以下「標章」という。）を交付するものとす 

る。 

（標章の掲示） 

第４条 ひめじ救命ステーションとして登録された事業所等は、前条第２項の規定に 



より交付された標章を当該事業所等の出入口又はＡＥＤの設置場所等、周囲から見

やすい場所に掲示するものとする。 

（公表） 

第５条 市長は、市のホームページを活用し、ひめじ救命ステーションとして登録し 

た事業所等の名称及び所在地等を公表するものとする。 

（異動の届出） 

第６条 ひめじ救命ステーションとして登録された事業所等の代表者は、事業等を廃 

止したとき、事業等を休止したとき、登録内容に変更があったとき又は登録を辞退

するときは、速やかにひめじ救命ステーション異動届出書（様式第４号。以下「異

動届出書」という。）により市長に届け出るものとする。 

２ ひめじ救命ステーションとして登録された事業所等の代表者は、事業等を廃止す 

るとき又は登録を辞退するときは、前項の規定による届出の際に、登録証及び標章

を市長に返還するものとする。 

３ 第１項の規定による登録内容の変更の届出により登録証の内容に変更がある場合 

には、市長は、当該ひめじ救命ステーションとして登録された事業所等の代表者に

登録証及び標章を返還させ、新たな登録証及び標章を交付するものとする。 

（登録の取消し） 

第７条 市長は、ひめじ救命ステーションとして登録された事業所等が次の各号のい 

ずれかに該当するときは、当該ひめじ救命ステーションの登録を取り消すものとす

る。 

 ⑴ 前条に規定する異動届出書により、登録の辞退を届け出たとき。 

 ⑵ 事業等を廃止したとき。 

 ⑶ 第２条各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなったとき。 

 ⑷ 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。 

 ⑸ 前各号の他登録することが適当でないと市長が認めたとき。 

（経費負担） 

第８条 ひめじ救命ステーションとして登録された事業所等のＡＥＤの設置及び維持 

管理並びにＡＥＤを用いた救命活動に要した費用は、当該事業所等の負担とする。 



（その他） 

第９条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２８年１月２９日から施行する。 

２ ひめじ救命ステーション標章交付制度に関する要綱（平成１９年１１月７日制定 

）は、廃止する。 

３ この要綱の施行の際、現にひめじ救命ステーション標章交付制度に関する要綱第 

５条第１項の規定による標章交付証及び標章の交付を受けている者は、第３条の登

録を受けたものとみなす。 

   附 則 

１ この要綱は、令和２年１１月１３日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

  ひめじ救命ステーション標章 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ・寸法    たて ２９７ミリ、よこ ２１０ミリ 

・地質    白色 

    ・ロゴマーク 赤文字、ハート赤、イナズマ黄 

    ・文字    青色（ただし、「ひめじ救命ステーション」は白色縁

どり・影付、「ＡＥＤ」は黒色、設置文面のＡＥＤは

赤色） 

 

事業所名： 

設置場所： 

開所時間： 

様式第３号（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


